
筆
者
は
こ
れ
ま
で
当
館
所
蔵
史
料
の
中
か
ら
、
周
防
大
内
氏
や
中
世
の
山

口
県
域
に
関
わ
る
文
書
を
含
む
い
く
つ
か
の
史
料
を
紹
介
し
て
き
た
（
１
）
。

今
回
対
象
と
す
る
史
料
も
そ
の
一
つ
で
、
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
及
び
寛

保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
萩
藩
大
組
士
の
長
崎
首
令
高
亮
家
及
び
山
中
八
郎

兵
衛
種
房
家
（
以
下
、
長
崎
家
、
山
中
家
と
略
記
）
が
藩
府
へ
提
出
し
た
「
譜

録
」
（
２
）
を
翻
刻
・
紹
介
し
た
い
。 

 
 

当
「
譜
録
」
に
は
、
長
崎
家
及
び
長
崎
家
か
ら
分
か
れ
た
山
中
家
に
伝
来

し
た
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
か
ら
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
ま
で
の
文

書
の
写
三
〇
点
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（
一
点
は
重
複
。
後
掲
表
１
～
３
）
。

両
家
と
も
、
「
閥
閲
録
」
編
纂
時
に
は
藩
府
へ
所
蔵
文
書
の
写
等
を
提
出
し

て
い
な
い
か
ら
、
す
べ
て
「
閥
閲
録
」
に
は
未
収
録
の
文
書
で
あ
る
（
３
）
。 

さ
て
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
内
容
的
な
特
色
は
、
室
町
～
戦
国
期
に
大
内
氏

に
、
さ
ら
に
毛
利
氏
へ
仕
え
、
近
世
は
萩
藩
士
と
な
っ
て
存
続
し
た
長
崎
家

と
い
う
武
家
の
勲
功
、
所
領
所
職
の
給
与
・
安
堵
・
相
続
な
ど
に
関
わ
る
も

の
が
大
半
を
占
め
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
表
３
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
山
中

家
が
分
家
す
る
ま
で
の
文
書
は
、
同
一
の
文
書
群
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。 

ま
た
発
給
者
に
着
目
す
る
と
、
陶
氏
家
臣
か
ら
の
奉
書
一
点
を
除
け
ば
、

ほ
か
は
す
べ
て
主
家
で
あ
る
大
内
氏
や
毛
利
氏
の
当
主
も
し
く
は
上
層
家
臣

か
ら
与
え
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
判
物
や
奉
書
類
で
あ
る
。 

以
下
、
中
世
の
長
崎
氏
の
動
静
を
中
心
に
、
筆
者
の
関
心
に
沿
っ
て
若
干

説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。 

「
譜
録
」
の
系
図
に
よ
れ
ば
、
長
崎
氏
の
本
姓
は
藤
原
で
、
周
防
国
大
島

郡
西
方
村
長
崎
（
現
、
周
防
大
島
町
）
に
居
住
し
、
在
名
に
よ
り
長
崎
氏
を

称
し
た
と
い
う
。
始
祖
の
親
康
が
大
島
郡
島
末
庄
の
下
司
職
に
補
任
さ
れ
、

そ
の
子
孫
の
光
親
や
朝
光
は
同
庄
の
惣
公
文
職
を
保
持
し
て
い
た
と
伝
え
る

か
ら
、
島
末
庄
の
開
発
領
主
と
し
て
古
く
か
ら
こ
の
地
を
基
盤
と
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
（
４
）
。 

室
町
～
戦
国
期
の
長
崎
氏
の
動
静
が
伝
来
文
書
か
ら
は
じ
め
て
確
か
め
ら

れ
る
の
は
、
永
享
四
年
四
月
二
日
に
長
崎
重
親
が
大
内
持
世
か
ら
屋
代
島
末

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介 

和 

田 

秀 

作 
「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

九
一



内
本
知
行
半
分
を
宛
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
一

号
文
書
、
以
下
長
崎
一
号
の
ご
と
く
略
す
）
。
こ
の
文
書
が
出
さ
れ
た
の
は
、

弟
の
持
盛
と
大
内
家
の
家
督
を
め
ぐ
っ
て
武
力
衝
突
し
て
い
た
大
内
持
世
が

本
拠
地
の
山
口
を
奪
回
し
て
間
も
な
い
時
期
に
当
た
る
（
５
）
。し
た
が
っ
て
、

こ
の
知
行
宛
行
は
大
内
家
の
内
訌
戦
に
お
い
て
長
崎
重
親
が
持
世
側
に
与
し

た
こ
と
に
対
す
る
恩
賞
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
某
年
八
月
一
日
に

長
崎
重
親
が
大
内
持
世
か
ら
周
防
竈
戸
関
に
お
け
る
奔
走
を
賞
さ
れ
て
い
る

の
も
、
同
じ
状
況
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
（
「
譜
録
」
山
中
八
郎
兵
衛

種
房
一
号
文
書
、
以
下
山
中
一
号
の
ご
と
く
略
す
）
。 

さ
て
応
仁
・
文
明
の
乱
の
際
、
長
崎
氏
の
主
家
で
あ
る
大
内
家
は
、
上
洛

し
て
西
軍
の
主
力
と
し
て
活
躍
し
た
政
弘
方
と
国
元
で
東
軍
側
と
し
て
挙
兵

し
た
政
弘
の
伯
父
・
道
頓
（
教
幸
）
方
と
に
分
裂
し
た
。
特
に
道
頓
が
挙
兵

し
た
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
二
月
頃
か
ら
陶
弘
護
が
道
頓
か
ら
離
反
す
る

同
年
十
二
月
ま
で
の
時
期
は
、
在
京
・
在
国
を
問
わ
ず
有
力
家
臣
の
ほ
と
ん

ど
が
道
頓
側
に
従
っ
て
い
た
（
６
）
。
長
崎
盛
親
が
い
っ
た
ん
取
り
上
げ
ら
れ

た
給
分
を
大
内
氏
か
ら
返
還
さ
れ
た
の
も
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ

り
、
そ
の
条
件
と
し
て
父
・
重
親
と
の
「
義
絶
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
が

注
目
さ
れ
る
（
長
崎
二
号
）
。
重
親
は
政
弘
方
に
留
ま
っ
た
た
め
に
給
分
を

没
収
さ
れ
、
道
頓
方
に
忠
誠
を
誓
う
こ
と
に
な
っ
た
子
の
盛
親
に
そ
れ
が
「
新

御
恩
」
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
当
時
長
崎
氏
も
政

弘
方
の
重
親
と
道
頓
方
の
盛
親
と
に
分
裂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
れ
以
降
の
伝
来
文
書
か
ら
う
か
が
え
る
長
崎
氏
の
特
徴
と
し
て
、
ま
ず

主
に
警
固
衆
と
し
て
各
地
で
軍
事
行
動
に
携
わ
る
姿
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
勝
親
は
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
の
豊
前
門
司
六
郷
で
の
合
戦
に
「
乗

船
」
し
て
の
参
戦
を
求
め
ら
れ
て
い
る
（
長
崎
三
号
）
。
ま
た
元
康
は
、
大

永
年
間
に
大
内
氏
の
安
芸
遠
征
に
従
軍
し
て
、
毎
夜
「
海
上
搦
」
の
た
め
乗

船
し
た
り
、
厳
島
の
敵
船
を
攻
撃
し
た
ほ
か
、
佐
西
郡
の
東
山
御
城
（
桜
尾

城
）
の
在
番
も
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
長
崎
四
号
、
山
中
四
・
六
・
七
号
）
。

さ
ら
に
元
康
は
、
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
伊
予
忽
那
島
攻
撃
の
際
「
警
固

船
幷
人
数
等
」
を
馳
走
し
た
（
長
崎
五
号
）
。
こ
の
よ
う
に
長
崎
氏
の
基
本

的
な
性
格
は
、
大
内
氏
水
軍
の
一
翼
を
担
う
「
屋
代
島
衆
」
（
周
防
大
島
と

そ
の
対
岸
を
本
拠
と
す
る
警
固
衆
）
の
一
員
（
７
）
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。 

長
崎
氏
の
第
二
の
特
徴
と
し
て
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
大
内
氏
の

最
有
力
家
臣
で
あ
る
陶
氏
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
た
点
が
指
摘
で
き
る
。
長

崎
氏
と
陶
氏
と
の
接
点
が
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
前
述
の
文
明
二
年

に
盛
親
が
父
親
の
給
分
を
回
復
し
た
際
に
、
陶
弘
護
を
介
し
て
事
を
運
ん
で

い
る
事
例
で
あ
る
（
長
崎
二
号
）
。
こ
れ
は
周
防
守
護
代
を
も
務
め
て
い
た

陶
弘
護
が
、
分
国
内
の
領
主
層
の
愁
訴
を
大
内
氏
へ
取
り
次
ぐ
立
場
に
あ
っ

た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
に
豊
前
馬
岳

城
合
戦
で
の
長
崎
勝
親
の
戦
功
を
大
内
氏
に
披
露
し
、
感
状
に
副
状
を
出
し

た
の
は
陶
興
房
で
あ
り
（
山
中
二
号
）
、
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）
に
長
崎

安
親
の
養
子
願
を
大
内
氏
に
取
り
次
い
だ
の
も
や
は
り
陶
興
房
で
あ
っ
た

（
山
中
三
号
）
。
さ
ら
に
、
大
永
年
間
に
大
内
氏
の
安
芸
遠
征
に
従
軍
し
た

長
崎
元
康
に
対
し
て
大
内
氏
の
命
令
や
御
感
を
伝
え
た
の
も
陶
興
房
で
あ
っ

た
（
山
中
四
・
五
号
）
。 

 
 

陶
隆
房
の
代
に
な
る
と
、
長
崎
氏
と
陶
氏
と
の
結
び
つ
き
は
一
層
強
ま
る
。

す
な
わ
ち
、
房
次
（
房
親
）
や
房
康
の
「
房
」
字
は
、
陶
隆
房
の
偏
諱
を
与

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
大
内
氏
の
出
雲
遠
征
に
加
わ
っ
て
い
た

長
崎
元
康
が
、
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
に
戦
死
し
た
際
に
、
若
年
の
道

祖
寿
丸
（
房
康
）
に
対
し
て
公
役
を
名
代
が
勤
仕
す
る
よ
う
に
と
い
う
指
示

は
、
大
内
氏
家
臣
で
な
く
陶
氏
家
臣
に
よ
る
奉
書
で
な
さ
れ
て
い
る
（
長
崎

七
号
）
。 

な
お
、
陶
氏
以
外
で
長
崎
氏
の
戦
功
を
大
内
氏
へ
注
進
し
、
時
に
は
自
ら

感
状
を
長
崎
氏
に
与
え
た
直
接
の
上
官
に
は
、
弘
中
武
長
や
小
原
隆
名
、
弘

中
興
勝
な
ど
が
い
る
（
長
崎
四
～
六
号
、
山
中
五
～
七
号
）
。
こ
の
う
ち
弘

中
武
長
や
小
原
隆
名
は
、
長
崎
氏
な
ど
の
警
固
衆
を
統
率
す
る
立
場
に
あ
る

大
内
水
軍
の
軍
事
指
揮
官
で
あ
っ
た
（
８
）
。 

と
こ
ろ
で
、
長
崎
・
山
中
両
家
の
「
譜
録
」
で
は
、
天
文
十
四
年
（
一
五

四
五
）
～
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
の
一
八
年
間
の
文
書
を
欠
い
て
い
る
。

こ
の
間
の
長
崎
氏
に
と
っ
て
転
機
と
な
っ
た
出
来
事
は
、
大
内
氏
家
臣
か
ら

毛
利
氏
家
臣
へ
の
転
身
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
「
譜
録
」
以
外

の
文
書
で
探
っ
て
み
る
と
、
天
文
二
十
四
年
（
一
五
五
五
）
閏
十
月
厳
島
合

戦
の
約
一
ヶ
月
後
に
作
成
さ
れ
た
「
屋
代
島
衆
望
地
注
文
」
に
、
長
崎
隼
人

佐
（
房
次
＝
房
親
）
、
長
崎
小
大
郎
（
房
康
）
、
長
崎
藤
松
丸
の
三
人
の
名

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
９
）
。
さ
ら
に
毛
利
氏
が
周
防
東
部
へ
侵
攻
中
の

翌
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
に
、
周
防
道
前
表
（
熊
毛
郡
か
ら
玖
珂
郡
南
部

に
通
ず
る
往
還
道
沿
い
の
地
域
）
の
諸
郷
が
変
心
し
て
毛
利
氏
か
ら
離
反
し

た
状
況
下
で
、
毛
利
方
に
留
ま
っ
た
屋
代
島
衆
に
対
す
る
元
就
の
指
示
は
、

沓
屋
氏
と
共
に
長
崎
隼
人
佐
へ
出
さ
れ
て
い
る
（
10
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

長
崎
氏
は
代
表
者
の
一
人
と
し
て
毛
利
氏
と
交
渉
し
、
他
の
屋
代
島
衆
と
行

動
を
共
に
す
る
こ
と
で
、
大
内
氏
か
ら
毛
利
氏
へ
の
鞍
替
え
に
成
功
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。 

藩
政
期
に
入
る
と
、
長
崎
家
は
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
親
種
の
時
に
い

っ
た
ん
召
し
放
た
れ
て
浪
人
と
な
っ
た
が
、
再
び
召
し
出
さ
れ
て
、
そ
の
後

萩
藩
家
臣
団
の
中
核
を
な
す
大
組
に
編
入
さ
れ
た
。
「
譜
録
」
が
提
出
さ
れ

る
時
期
ま
で
に
長
崎
・
山
中
両
家
が
務
め
た
主
な
役
職
は
表
４
・
５
に
ま
と

め
た
通
り
で
あ
る
（
11
）
。 

藩
政
期
の
文
書
は
、
家
督
相
続
や
縁
組
に
関
わ
る
文
書
が
大
部
分
を
占
め

て
い
る
。
例
え
ば
、
山
中
次
郎
右
衛
門
（
賢
光
）
の
娘
は
、
「
閥
閲
録
」
や

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

九
二



内
本
知
行
半
分
を
宛
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
一

号
文
書
、
以
下
長
崎
一
号
の
ご
と
く
略
す
）
。
こ
の
文
書
が
出
さ
れ
た
の
は
、

弟
の
持
盛
と
大
内
家
の
家
督
を
め
ぐ
っ
て
武
力
衝
突
し
て
い
た
大
内
持
世
が

本
拠
地
の
山
口
を
奪
回
し
て
間
も
な
い
時
期
に
当
た
る
（
５
）
。し
た
が
っ
て
、

こ
の
知
行
宛
行
は
大
内
家
の
内
訌
戦
に
お
い
て
長
崎
重
親
が
持
世
側
に
与
し

た
こ
と
に
対
す
る
恩
賞
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
某
年
八
月
一
日
に

長
崎
重
親
が
大
内
持
世
か
ら
周
防
竈
戸
関
に
お
け
る
奔
走
を
賞
さ
れ
て
い
る

の
も
、
同
じ
状
況
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
（
「
譜
録
」
山
中
八
郎
兵
衛

種
房
一
号
文
書
、
以
下
山
中
一
号
の
ご
と
く
略
す
）
。 

さ
て
応
仁
・
文
明
の
乱
の
際
、
長
崎
氏
の
主
家
で
あ
る
大
内
家
は
、
上
洛

し
て
西
軍
の
主
力
と
し
て
活
躍
し
た
政
弘
方
と
国
元
で
東
軍
側
と
し
て
挙
兵

し
た
政
弘
の
伯
父
・
道
頓
（
教
幸
）
方
と
に
分
裂
し
た
。
特
に
道
頓
が
挙
兵

し
た
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
二
月
頃
か
ら
陶
弘
護
が
道
頓
か
ら
離
反
す
る

同
年
十
二
月
ま
で
の
時
期
は
、
在
京
・
在
国
を
問
わ
ず
有
力
家
臣
の
ほ
と
ん

ど
が
道
頓
側
に
従
っ
て
い
た
（
６
）
。
長
崎
盛
親
が
い
っ
た
ん
取
り
上
げ
ら
れ

た
給
分
を
大
内
氏
か
ら
返
還
さ
れ
た
の
も
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ

り
、
そ
の
条
件
と
し
て
父
・
重
親
と
の
「
義
絶
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
が

注
目
さ
れ
る
（
長
崎
二
号
）
。
重
親
は
政
弘
方
に
留
ま
っ
た
た
め
に
給
分
を

没
収
さ
れ
、
道
頓
方
に
忠
誠
を
誓
う
こ
と
に
な
っ
た
子
の
盛
親
に
そ
れ
が
「
新

御
恩
」
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
当
時
長
崎
氏
も
政

弘
方
の
重
親
と
道
頓
方
の
盛
親
と
に
分
裂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
れ
以
降
の
伝
来
文
書
か
ら
う
か
が
え
る
長
崎
氏
の
特
徴
と
し
て
、
ま
ず

主
に
警
固
衆
と
し
て
各
地
で
軍
事
行
動
に
携
わ
る
姿
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
勝
親
は
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
の
豊
前
門
司
六
郷
で
の
合
戦
に
「
乗

船
」
し
て
の
参
戦
を
求
め
ら
れ
て
い
る
（
長
崎
三
号
）
。
ま
た
元
康
は
、
大

永
年
間
に
大
内
氏
の
安
芸
遠
征
に
従
軍
し
て
、
毎
夜
「
海
上
搦
」
の
た
め
乗

船
し
た
り
、
厳
島
の
敵
船
を
攻
撃
し
た
ほ
か
、
佐
西
郡
の
東
山
御
城
（
桜
尾

城
）
の
在
番
も
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
長
崎
四
号
、
山
中
四
・
六
・
七
号
）
。

さ
ら
に
元
康
は
、
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
伊
予
忽
那
島
攻
撃
の
際
「
警
固

船
幷
人
数
等
」
を
馳
走
し
た
（
長
崎
五
号
）
。
こ
の
よ
う
に
長
崎
氏
の
基
本

的
な
性
格
は
、
大
内
氏
水
軍
の
一
翼
を
担
う
「
屋
代
島
衆
」
（
周
防
大
島
と

そ
の
対
岸
を
本
拠
と
す
る
警
固
衆
）
の
一
員
（
７
）
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。 

長
崎
氏
の
第
二
の
特
徴
と
し
て
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
大
内
氏
の

最
有
力
家
臣
で
あ
る
陶
氏
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
た
点
が
指
摘
で
き
る
。
長

崎
氏
と
陶
氏
と
の
接
点
が
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
前
述
の
文
明
二
年

に
盛
親
が
父
親
の
給
分
を
回
復
し
た
際
に
、
陶
弘
護
を
介
し
て
事
を
運
ん
で

い
る
事
例
で
あ
る
（
長
崎
二
号
）
。
こ
れ
は
周
防
守
護
代
を
も
務
め
て
い
た

陶
弘
護
が
、
分
国
内
の
領
主
層
の
愁
訴
を
大
内
氏
へ
取
り
次
ぐ
立
場
に
あ
っ

た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
に
豊
前
馬
岳

城
合
戦
で
の
長
崎
勝
親
の
戦
功
を
大
内
氏
に
披
露
し
、
感
状
に
副
状
を
出
し

た
の
は
陶
興
房
で
あ
り
（
山
中
二
号
）
、
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）
に
長
崎

安
親
の
養
子
願
を
大
内
氏
に
取
り
次
い
だ
の
も
や
は
り
陶
興
房
で
あ
っ
た

（
山
中
三
号
）
。
さ
ら
に
、
大
永
年
間
に
大
内
氏
の
安
芸
遠
征
に
従
軍
し
た

長
崎
元
康
に
対
し
て
大
内
氏
の
命
令
や
御
感
を
伝
え
た
の
も
陶
興
房
で
あ
っ

た
（
山
中
四
・
五
号
）
。 

 
 

陶
隆
房
の
代
に
な
る
と
、
長
崎
氏
と
陶
氏
と
の
結
び
つ
き
は
一
層
強
ま
る
。

す
な
わ
ち
、
房
次
（
房
親
）
や
房
康
の
「
房
」
字
は
、
陶
隆
房
の
偏
諱
を
与

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
大
内
氏
の
出
雲
遠
征
に
加
わ
っ
て
い
た

長
崎
元
康
が
、
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
に
戦
死
し
た
際
に
、
若
年
の
道

祖
寿
丸
（
房
康
）
に
対
し
て
公
役
を
名
代
が
勤
仕
す
る
よ
う
に
と
い
う
指
示

は
、
大
内
氏
家
臣
で
な
く
陶
氏
家
臣
に
よ
る
奉
書
で
な
さ
れ
て
い
る
（
長
崎

七
号
）
。 

な
お
、
陶
氏
以
外
で
長
崎
氏
の
戦
功
を
大
内
氏
へ
注
進
し
、
時
に
は
自
ら

感
状
を
長
崎
氏
に
与
え
た
直
接
の
上
官
に
は
、
弘
中
武
長
や
小
原
隆
名
、
弘

中
興
勝
な
ど
が
い
る
（
長
崎
四
～
六
号
、
山
中
五
～
七
号
）
。
こ
の
う
ち
弘

中
武
長
や
小
原
隆
名
は
、
長
崎
氏
な
ど
の
警
固
衆
を
統
率
す
る
立
場
に
あ
る

大
内
水
軍
の
軍
事
指
揮
官
で
あ
っ
た
（
８
）
。 

と
こ
ろ
で
、
長
崎
・
山
中
両
家
の
「
譜
録
」
で
は
、
天
文
十
四
年
（
一
五

四
五
）
～
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
の
一
八
年
間
の
文
書
を
欠
い
て
い
る
。

こ
の
間
の
長
崎
氏
に
と
っ
て
転
機
と
な
っ
た
出
来
事
は
、
大
内
氏
家
臣
か
ら

毛
利
氏
家
臣
へ
の
転
身
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
「
譜
録
」
以
外

の
文
書
で
探
っ
て
み
る
と
、
天
文
二
十
四
年
（
一
五
五
五
）
閏
十
月
厳
島
合

戦
の
約
一
ヶ
月
後
に
作
成
さ
れ
た
「
屋
代
島
衆
望
地
注
文
」
に
、
長
崎
隼
人

佐
（
房
次
＝
房
親
）
、
長
崎
小
大
郎
（
房
康
）
、
長
崎
藤
松
丸
の
三
人
の
名

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
９
）
。
さ
ら
に
毛
利
氏
が
周
防
東
部
へ
侵
攻
中
の

翌
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
に
、
周
防
道
前
表
（
熊
毛
郡
か
ら
玖
珂
郡
南
部

に
通
ず
る
往
還
道
沿
い
の
地
域
）
の
諸
郷
が
変
心
し
て
毛
利
氏
か
ら
離
反
し

た
状
況
下
で
、
毛
利
方
に
留
ま
っ
た
屋
代
島
衆
に
対
す
る
元
就
の
指
示
は
、

沓
屋
氏
と
共
に
長
崎
隼
人
佐
へ
出
さ
れ
て
い
る
（
10
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

長
崎
氏
は
代
表
者
の
一
人
と
し
て
毛
利
氏
と
交
渉
し
、
他
の
屋
代
島
衆
と
行

動
を
共
に
す
る
こ
と
で
、
大
内
氏
か
ら
毛
利
氏
へ
の
鞍
替
え
に
成
功
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。 

藩
政
期
に
入
る
と
、
長
崎
家
は
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
親
種
の
時
に
い

っ
た
ん
召
し
放
た
れ
て
浪
人
と
な
っ
た
が
、
再
び
召
し
出
さ
れ
て
、
そ
の
後

萩
藩
家
臣
団
の
中
核
を
な
す
大
組
に
編
入
さ
れ
た
。
「
譜
録
」
が
提
出
さ
れ

る
時
期
ま
で
に
長
崎
・
山
中
両
家
が
務
め
た
主
な
役
職
は
表
４
・
５
に
ま
と

め
た
通
り
で
あ
る
（
11
）
。 

藩
政
期
の
文
書
は
、
家
督
相
続
や
縁
組
に
関
わ
る
文
書
が
大
部
分
を
占
め

て
い
る
。
例
え
ば
、
山
中
次
郎
右
衛
門
（
賢
光
）
の
娘
は
、
「
閥
閲
録
」
や

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

九
三



「
譜
録
」
等
々
の
萩
藩
の
編
纂
事
業
に
深
く
か
か
わ
っ
た
こ
と
で
著
名
な
永

田
瀬
兵
衛
政
純
（
12
）
に
嫁
い
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
山
中
一
一
号
）
。

ま
た
次
郎
右
衛
門
（
賢
光
）
の
母
親
は
、
津
和
野
藩
士
の
「
牧
図
書
」
の
姉

で
、
病
死
し
た
弟
や
親
類
中
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
若
年
の
甥
の
後
見
と
し

て
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
か
ら
五
年
間
津
和
野
の
生
家
へ
逗
留
す
る
こ
と

を
許
さ
れ
て
い
る
（
山
中
一
二
号
）
。
こ
の
牧
図
書
家
は
、
知
行
高
六
〇
〇

石
、
家
格
は
物
頭
の
津
和
野
藩
上
層
家
臣
の
家
柄
で
あ
る
（
13
）
。
萩
藩
大
組

士
の
山
中
家
よ
り
は
格
上
と
い
え
る
が
、
実
は
「
次
郎
右
衛
門
母
」
は
、
山

中
家
よ
り
や
は
り
格
上
の
萩
藩
寄
組
士
の
赤
川
仁
右
衛
門
就
直
の
養
女
だ
っ

た
女
性
で
あ
る
。
彼
女
は
、
次
郎
右
衛
門
の
父
八
郎
兵
衛
（
就
種
）
の
後
妻

と
し
て
山
中
家
に
嫁
い
だ
の
で
あ
り
、
次
郎
右
衛
門
の
生
母
で
は
な
い
。
な

お
、
こ
れ
に
先
立
つ
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
に
は
、
「
次
郎
右
衛
門
母
」

が
伊
勢
参
宮
と
京
都
で
の
保
養
・
寺
参
詣
の
た
め
に
往
復
の
日
数
込
み
で
百

日
間
の
暇
を
許
さ
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
が
（
山
中
一
〇
号
）
、
こ
の
女
性

と
牧
図
書
姉
が
同
一
人
物
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。 

  

註 

（
１
）
拙
稿
「
『
都
濃
郡
中
須
村
百
姓
所
持
御
判
物
写
』
に
つ
い
て
」
（
『
山

口
県
史
研
究
』
七
、
一
九
九
九
年
）
。
「
大
内
氏
家
臣
安
富
氏
の
関
係
史

料
に
つ
い
て
（
一
）
・
（
二
）
」
（
『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
二
七
・

二
八
、
二
〇
〇
〇
年
・
二
〇
〇
一
年
）
。
「
『
阿
武
郡
大
井
浦
三
井
文
右

衛
門
所
持
御
判
物
写
』
に
つ
い
て
」
（
『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
三

三
、
二
〇
〇
六
年
）
。「
『
譜
録
』
佐
々
木
七
兵
衛
佐
良
の
翻
刻
と
紹
介
」

（
『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
三
九
、
二
〇
一
二
年
）
。
「
『
譜
録
』

小
方
三
郎
左
衛
門
忠
次
の
翻
刻
と
紹
介
」（『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』

四
三
、
二
〇
一
六
年
）
ほ
か
。 

（
２
） 

請
求
番
号
は
、
毛
利
家
文
庫
二
三
譜
録
な
136
（
「
複
写
資
料
」
譜
録

286
）
及
び
同
や
136
（
「
複
写
資
料
」
譜
録
412
）
。 

（
３
）
「
譜
録
」
の
性
格
や
「
閥
閲
録
」
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
は
、
山
﨑
一

郎
「
萩
藩
元
文
譜
録
と
永
田
瀬
兵
衛
」
（
『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』

三
六
、
二
〇
〇
九
年
）
、
広
田
暢
久
「
長
州
藩
歴
史
編
纂
事
業
史
（
其

の
五
）
」
（
『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
一
三
、
一
九
八
六
年
）
を

参
照
の
こ
と
。 

（
４
）
御
薗
生
翁
甫
『
大
内
氏
史
研
究
』（
マ
ツ
ノ
書
店
、
二
〇
〇
一
年
復
刻
）
、

一
五
八
頁
。 

（
５
）
『
山
口
県
史
』
通
史
編
中
世
、
三
八
四
頁
。 

（
６
）
拙
稿
「
大
内
氏
の
惣
庶
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
（
鹿
毛
敏
夫
編
『
大
内
と

大
友
』
〈
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
〉
）
三
九
～
四
〇
頁
。 

（
７
）
『
山
口
県
史
』
通
史
編
中
世
、
五
六
七
頁
。
宇
田
川
武
久
「
大
内
氏
警

固
衆
の
消
長
と
毛
利
氏
の
水
軍
編
成
」（
藤
木
久
志
編『
毛
利
氏
の
研
究
』

戦
国
大
名
論
集
14
〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
〉
四
三
九
～
四
四
三

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

九
四



「
譜
録
」
等
々
の
萩
藩
の
編
纂
事
業
に
深
く
か
か
わ
っ
た
こ
と
で
著
名
な
永

田
瀬
兵
衛
政
純
（
12
）
に
嫁
い
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
山
中
一
一
号
）
。

ま
た
次
郎
右
衛
門
（
賢
光
）
の
母
親
は
、
津
和
野
藩
士
の
「
牧
図
書
」
の
姉

で
、
病
死
し
た
弟
や
親
類
中
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
若
年
の
甥
の
後
見
と
し

て
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
か
ら
五
年
間
津
和
野
の
生
家
へ
逗
留
す
る
こ
と

を
許
さ
れ
て
い
る
（
山
中
一
二
号
）
。
こ
の
牧
図
書
家
は
、
知
行
高
六
〇
〇

石
、
家
格
は
物
頭
の
津
和
野
藩
上
層
家
臣
の
家
柄
で
あ
る
（
13
）
。
萩
藩
大
組

士
の
山
中
家
よ
り
は
格
上
と
い
え
る
が
、
実
は
「
次
郎
右
衛
門
母
」
は
、
山

中
家
よ
り
や
は
り
格
上
の
萩
藩
寄
組
士
の
赤
川
仁
右
衛
門
就
直
の
養
女
だ
っ

た
女
性
で
あ
る
。
彼
女
は
、
次
郎
右
衛
門
の
父
八
郎
兵
衛
（
就
種
）
の
後
妻

と
し
て
山
中
家
に
嫁
い
だ
の
で
あ
り
、
次
郎
右
衛
門
の
生
母
で
は
な
い
。
な

お
、
こ
れ
に
先
立
つ
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
に
は
、
「
次
郎
右
衛
門
母
」

が
伊
勢
参
宮
と
京
都
で
の
保
養
・
寺
参
詣
の
た
め
に
往
復
の
日
数
込
み
で
百

日
間
の
暇
を
許
さ
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
が
（
山
中
一
〇
号
）
、
こ
の
女
性

と
牧
図
書
姉
が
同
一
人
物
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。 

  

註 

（
１
）
拙
稿
「
『
都
濃
郡
中
須
村
百
姓
所
持
御
判
物
写
』
に
つ
い
て
」
（
『
山

口
県
史
研
究
』
七
、
一
九
九
九
年
）
。
「
大
内
氏
家
臣
安
富
氏
の
関
係
史

料
に
つ
い
て
（
一
）
・
（
二
）
」
（
『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
二
七
・

二
八
、
二
〇
〇
〇
年
・
二
〇
〇
一
年
）
。
「
『
阿
武
郡
大
井
浦
三
井
文
右

衛
門
所
持
御
判
物
写
』
に
つ
い
て
」
（
『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
三

三
、
二
〇
〇
六
年
）
。「
『
譜
録
』
佐
々
木
七
兵
衛
佐
良
の
翻
刻
と
紹
介
」

（
『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
三
九
、
二
〇
一
二
年
）
。
「
『
譜
録
』

小
方
三
郎
左
衛
門
忠
次
の
翻
刻
と
紹
介
」（『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』

四
三
、
二
〇
一
六
年
）
ほ
か
。 

（
２
） 

請
求
番
号
は
、
毛
利
家
文
庫
二
三
譜
録
な
136
（
「
複
写
資
料
」
譜
録

286
）
及
び
同
や
136
（
「
複
写
資
料
」
譜
録
412
）
。 

（
３
）
「
譜
録
」
の
性
格
や
「
閥
閲
録
」
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
は
、
山
﨑
一

郎
「
萩
藩
元
文
譜
録
と
永
田
瀬
兵
衛
」
（
『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』

三
六
、
二
〇
〇
九
年
）
、
広
田
暢
久
「
長
州
藩
歴
史
編
纂
事
業
史
（
其

の
五
）
」
（
『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
一
三
、
一
九
八
六
年
）
を

参
照
の
こ
と
。 

（
４
）
御
薗
生
翁
甫
『
大
内
氏
史
研
究
』（
マ
ツ
ノ
書
店
、
二
〇
〇
一
年
復
刻
）
、

一
五
八
頁
。 

（
５
）
『
山
口
県
史
』
通
史
編
中
世
、
三
八
四
頁
。 

（
６
）
拙
稿
「
大
内
氏
の
惣
庶
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
（
鹿
毛
敏
夫
編
『
大
内
と

大
友
』
〈
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
〉
）
三
九
～
四
〇
頁
。 

（
７
）
『
山
口
県
史
』
通
史
編
中
世
、
五
六
七
頁
。
宇
田
川
武
久
「
大
内
氏
警

固
衆
の
消
長
と
毛
利
氏
の
水
軍
編
成
」（
藤
木
久
志
編『
毛
利
氏
の
研
究
』

戦
国
大
名
論
集
14
〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
〉
四
三
九
～
四
四
三

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

九
五



表１　「譜録」長崎首令高亮所収文書目録
番号 年　号 月 日 文　書　名 宛　名

1 永享4 4 2 大内持世宛行状写 長崎隼人佐殿(重親)
2 文明2 9 26 大内道頓（教幸）家臣連署奉書写 陶五郎殿(弘護)
3 (明応9) 10 25 大内義興軍勢催促状写 長崎小太郎殿(勝親)
4 大永3 10 4 大内氏家臣連署奉書写 長崎弥八郎殿(元康)
5 天文9 8 20 大内氏家臣連署奉書写 長崎与三右衛門殿(元康)
6 天文11 8 2 弘中興勝感状写 長崎左近将監殿(元康)
7 天文12 6 21 陶氏家臣連署奉書写 長崎道祖寿殿(房康)
8 天文14 9 29 大内義隆袖判安堵状写 (長崎小太郎房次)
9 元禄9 1 26 萩藩加判衆連署奉書写 根来主水殿(広勢)

10 正徳5 8 25 萩藩加判衆連署奉書写 乃美仁左衛門殿(隆寛)
11 (享保9) 10 19 志道広幸書状写 長崎藪之助殿(高亮)
12 享保18 4 28 萩藩加判衆連署奉書写 児玉三郎右衛門殿(広長)
13 永禄6 11 20 毛利元就感状写 長崎兵部丞殿(房康)
14 （永禄6ヵ） 11 4 毛利元就書状写 長崎兵部丞殿(房康)ほか4名
15 (慶長5) 7 17 萩藩加判衆連署奉書写 沓屋徳兵衛殿ほか2名
16 慶長9 1 7 毛利宗瑞加冠状写 長崎勝五郎とのへ(元房)

表２　「譜録」山中八郎兵衛種房所収文書目録
番号 年　号 月 日 文　書　名 宛　名

1 (永享4ヵ) 8 1 大内持世書状写 長崎隼人佐殿(重親）
2 文亀元 8 23 陶興房副状写 長崎小太郎殿(勝親）
3 永正7 11 7 陶興房吹挙状幷大内氏家臣連署裏書写 弘中兵部丞殿(武長）
4 (大永3) 閏3 20 陶興房書状写 長崎弥八郎殿(元康）
5 (大永3ヵ) 9 23 陶興房書状写 長崎弥八郎殿(元康）
6 大永3 10 4 大内氏家臣連署奉書写 長崎弥八郎殿(元康）
7 大永3 10 13 大内氏家臣連署奉書写 長崎弥八郎殿(元康）
8 酉(天和元) 12 7 萩藩加判衆連署奉書写 桂三郎左衛門殿(就澄）
9 元禄8 2 21 萩藩加判衆連署奉書写 根来主水殿(広勢)

10 元禄12 5 25 萩藩加判衆連署奉書写 根来主水殿(広勢)
11 宝永5 5 15 萩藩加判衆連署奉書写 児玉右衛門殿(広誠）
12 正徳3 2 28 萩藩加判衆連署奉書写 椙森六郎殿(元茂）
13 享保元 11 28 萩藩加判衆連署奉書写 乃美仁左衛門殿(隆寛）
14 享保17 7 11 萩藩加判衆連署奉書写 児玉中務殿(広遠）

          
           

                     

                     

                     

表
３
　
「
譜
録
」
長

崎
首

令
高

亮
及

び
山

中
八

郎
兵

衛
種

房
所

収
文

書
統

合
目

録

番
号

年
　
号

月
日

文
　
書
　
名

宛
　
名

長
崎

山
中

1
永
享
4

4
2
大
内
持
世
宛
行
状
写

長
崎
隼
人
佐
殿
(重

親
)

○
2
(永

享
4
ヵ
)

8
1
大
内
持
世
書
状
写

長
崎
隼
人
佐
殿
(重

親
）

○
3
文
明
2

9
2
6
大
内
道
頓
（
教
幸
）
家
臣
連
署
奉
書
写

陶
五
郎
殿
(弘

護
)

○
4
(明

応
9
)

1
0

2
5
大
内
義
興
軍
勢
催
促
状
写

長
崎
小
太
郎
殿
(勝

親
)

○
5
文
亀
元

8
2
3
陶
興
房
副
状
写

長
崎
小
太
郎
殿
(勝

親
）

○
6
永
正
7

1
1

7
陶
興
房
吹
挙
状
幷
大
内
氏
家
臣
連
署
裏
書
写

弘
中
兵
部
丞
殿
(武

長
）

○
7
(大

永
3
)

閏
3

2
0
陶
興
房
書
状
写

長
崎
弥
八
郎
殿
(元

康
）

○
8
(大

永
3
ヵ
)

9
2
3
陶
興
房
書
状
写

長
崎
弥
八
郎
殿
(元

康
）

○
9
大
永
3

1
0

4
大
内
氏
家
臣
連
署
奉
書
写

長
崎
弥
八
郎
殿
(元

康
)

○
○

1
0
大
永
3

1
0

1
3
大
内
氏
家
臣
連
署
奉
書
写

長
崎
弥
八
郎
殿
(元

康
）

○
1
1
天
文
9

8
2
0
大
内
氏
家
臣
連
署
奉
書
写

長
崎
与
三
右
衛
門
殿
(元

康
)

○
1
2
天
文
1
1

8
2
弘
中
興
勝
感
状
写

長
崎
左
近
将
監
殿
(元

康
)

○
1
3
天
文
1
2

6
2
1
陶
氏
家
臣
連
署
奉
書
写

長
崎
道
祖
寿
殿
(房

康
)

○
1
4
天
文
1
4

9
2
9
大
内
義
隆
袖
判
安
堵
状
写

(長
崎
小
太
郎
房
次
)

○
1
5
（
永
禄
6
ヵ
）

1
1

4
毛
利
元
就
書
状
写

長
崎
兵
部
丞
殿
(房

康
)ほ

か
4
名

○
1
6
永
禄
6

1
1

2
0
毛
利
元
就
感
状
写

長
崎
兵
部
丞
殿
(房

康
)

○
1
7
(慶

長
5
)

7
1
7
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

沓
屋
徳
兵
衛
殿
ほ
か
2
名

○
1
8
慶
長
9

1
7
毛
利
宗
瑞
加
冠
状
写

長
崎
勝
五
郎
と
の
へ
(元

房
)

○
1
9
酉
(天

和
元
)

1
2

7
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

桂
三
郎
左
衛
門
殿
(就

澄
）

○
2
0
元
禄
8

2
2
1
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

根
来
主
水
殿
(広

勢
)

○
2
1
元
禄
9

1
2
6
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

根
来
主
水
殿
(広

勢
)

○
2
2
元
禄
1
2

5
2
5
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

根
来
主
水
殿
(広

勢
)

○
2
3
宝
永
5

5
1
5
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

児
玉
右
衛
門
殿
(広

誠
）

○
2
4
正
徳
3

2
2
8
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

椙
森
六
郎
殿
(元

茂
）

○
2
5
正
徳
5

8
2
5
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

乃
美
仁
左
衛
門
殿
(隆

寛
)

○
2
6
享
保
元

1
1

2
8
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

乃
美
仁
左
衛
門
殿
(隆

寛
）

○
2
7
(享

保
9
)

1
0

1
9
志
道
広
幸
書
状
写

長
崎
藪
之
助
殿
(高

亮
)

○
2
8
享
保
1
7

7
1
1
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

児
玉
中
務
殿
(広

遠
）

○
2
9
享
保
1
8

4
2
8
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

児
玉
三
郎
右
衛
門
殿
(広

長
)

○

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

九
六



表１　「譜録」長崎首令高亮所収文書目録
番号 年　号 月 日 文　書　名 宛　名

1 永享4 4 2 大内持世宛行状写 長崎隼人佐殿(重親)
2 文明2 9 26 大内道頓（教幸）家臣連署奉書写 陶五郎殿(弘護)
3 (明応9) 10 25 大内義興軍勢催促状写 長崎小太郎殿(勝親)
4 大永3 10 4 大内氏家臣連署奉書写 長崎弥八郎殿(元康)
5 天文9 8 20 大内氏家臣連署奉書写 長崎与三右衛門殿(元康)
6 天文11 8 2 弘中興勝感状写 長崎左近将監殿(元康)
7 天文12 6 21 陶氏家臣連署奉書写 長崎道祖寿殿(房康)
8 天文14 9 29 大内義隆袖判安堵状写 (長崎小太郎房次)
9 元禄9 1 26 萩藩加判衆連署奉書写 根来主水殿(広勢)

10 正徳5 8 25 萩藩加判衆連署奉書写 乃美仁左衛門殿(隆寛)
11 (享保9) 10 19 志道広幸書状写 長崎藪之助殿(高亮)
12 享保18 4 28 萩藩加判衆連署奉書写 児玉三郎右衛門殿(広長)
13 永禄6 11 20 毛利元就感状写 長崎兵部丞殿(房康)
14 （永禄6ヵ） 11 4 毛利元就書状写 長崎兵部丞殿(房康)ほか4名
15 (慶長5) 7 17 萩藩加判衆連署奉書写 沓屋徳兵衛殿ほか2名
16 慶長9 1 7 毛利宗瑞加冠状写 長崎勝五郎とのへ(元房)

表２　「譜録」山中八郎兵衛種房所収文書目録
番号 年　号 月 日 文　書　名 宛　名

1 (永享4ヵ) 8 1 大内持世書状写 長崎隼人佐殿(重親）
2 文亀元 8 23 陶興房副状写 長崎小太郎殿(勝親）
3 永正7 11 7 陶興房吹挙状幷大内氏家臣連署裏書写 弘中兵部丞殿(武長）
4 (大永3) 閏3 20 陶興房書状写 長崎弥八郎殿(元康）
5 (大永3ヵ) 9 23 陶興房書状写 長崎弥八郎殿(元康）
6 大永3 10 4 大内氏家臣連署奉書写 長崎弥八郎殿(元康）
7 大永3 10 13 大内氏家臣連署奉書写 長崎弥八郎殿(元康）
8 酉(天和元) 12 7 萩藩加判衆連署奉書写 桂三郎左衛門殿(就澄）
9 元禄8 2 21 萩藩加判衆連署奉書写 根来主水殿(広勢)

10 元禄12 5 25 萩藩加判衆連署奉書写 根来主水殿(広勢)
11 宝永5 5 15 萩藩加判衆連署奉書写 児玉右衛門殿(広誠）
12 正徳3 2 28 萩藩加判衆連署奉書写 椙森六郎殿(元茂）
13 享保元 11 28 萩藩加判衆連署奉書写 乃美仁左衛門殿(隆寛）
14 享保17 7 11 萩藩加判衆連署奉書写 児玉中務殿(広遠）
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）

○
1
1
天
文
9

8
2
0
大
内
氏
家
臣
連
署
奉
書
写

長
崎
与
三
右
衛
門
殿
(元

康
)

○
1
2
天
文
1
1

8
2
弘
中
興
勝
感
状
写

長
崎
左
近
将
監
殿
(元

康
)

○
1
3
天
文
1
2

6
2
1
陶
氏
家
臣
連
署
奉
書
写

長
崎
道
祖
寿
殿
(房

康
)

○
1
4
天
文
1
4

9
2
9
大
内
義
隆
袖
判
安
堵
状
写

(長
崎
小
太
郎
房
次
)

○
1
5
（
永
禄
6
ヵ
）

1
1

4
毛
利
元
就
書
状
写

長
崎
兵
部
丞
殿
(房

康
)ほ

か
4
名

○
1
6
永
禄
6

1
1

2
0
毛
利
元
就
感
状
写

長
崎
兵
部
丞
殿
(房

康
)

○
1
7
(慶

長
5
)

7
1
7
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

沓
屋
徳
兵
衛
殿
ほ
か
2
名

○
1
8
慶
長
9

1
7
毛
利
宗
瑞
加
冠
状
写

長
崎
勝
五
郎
と
の
へ
(元

房
)

○
1
9
酉
(天

和
元
)

1
2

7
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

桂
三
郎
左
衛
門
殿
(就

澄
）

○
2
0
元
禄
8

2
2
1
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

根
来
主
水
殿
(広

勢
)

○
2
1
元
禄
9

1
2
6
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

根
来
主
水
殿
(広

勢
)

○
2
2
元
禄
1
2

5
2
5
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

根
来
主
水
殿
(広

勢
)

○
2
3
宝
永
5

5
1
5
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

児
玉
右
衛
門
殿
(広

誠
）

○
2
4
正
徳
3

2
2
8
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

椙
森
六
郎
殿
(元

茂
）

○
2
5
正
徳
5

8
2
5
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

乃
美
仁
左
衛
門
殿
(隆

寛
)

○
2
6
享
保
元

1
1

2
8
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

乃
美
仁
左
衛
門
殿
(隆

寛
）

○
2
7
(享

保
9
)

1
0

1
9
志
道
広
幸
書
状
写

長
崎
藪
之
助
殿
(高

亮
)

○
2
8
享
保
1
7

7
1
1
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

児
玉
中
務
殿
(広

遠
）

○
2
9
享
保
1
8

4
2
8
萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写

児
玉
三
郎
右
衛
門
殿
(広

長
)

○

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

九
七



表
５
　
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
家
の
主
な
役
職

番
号

名
前

役
職
名

就
任
期
間

備
考

秀
就
公
御
小
姓

寛
永
1
5
年

（
1
6
3
8
）
～
慶
安
4
年
（
1
6
5
1
）

　
江
戸
御
番
手

承
応
2
年
（
1
6
5
3
）
～
承
応
2
年
（
1
6
5
4
）

　
秀
就
公
十
七
回
御
忌
御
法
事
之
時
御
香
典
方

？
　

高
寿
院
様
御
中
陰
御
法
事
之
節
御
賄
方
頭
人

寛
文
9
年
（
1
6
6
9
）
？

　
御
武
具
方
頭
人

寛
文
1
0
年

（
1
6
7
0
）
1
月
2
3
日
～
延
宝
3
年
（
1
6
7
5
）
7
月
1
9
日

　
江
戸
御
番
手

元
禄
1
0
年

（
1
6
9
7
）
～
元
禄
1
1
年
（
1
6
9
8
）

　
泰
厳
院
様
御
十
三
回
御
忌
御
法
事
之
節
御
賄
方
頭
人

元
禄
1
3
年
（
1
7
0
0
）

　
吉
元
公
御
小
姓

宝
永
7
年
（
1
7
1
0
）
8
月
1
4
日
～
享
保
1
6
年
（
1
7
3
1
）

御
納
戸
役

享
保
5
年
（
1
7
2
0
）
9
月
1
5
日
～
享
保
1
6
年
（
1
7
3
1
）

御
在
国
度
々
御
配
膳
兼
役

八
郎
兵
衛
就
種

二
郎
右
衛
門
賢
光

八
郎
兵
衛
種
房

123                      

表
４
　
長

崎
首

令
高

亮
家

の
主

な
役

職
番
号

名
前

役
職
名

就
任
期
間

備
考

秀
就
公
御
小
姓

寛
永
1
6
年

（
1
6
3
9
）
～

　
御
書
院
役

寛
文
2
年
（
1
6
6
2
）
1
0
月
2
4
日
～
寛
文
1
3
年
（
1
6
7
3
）
1
月
2
3
日

　
御
奥
御
納
戸
役

寛
文
1
3
年

（
1
6
7
3
）
1
月
2
3
日
～

～
延
宝
7
年
（
1
6
7
9
）
江
戸
定
詰

2
治
右
衛
門
忠
政

前
大
津
郡
通
浦
御
番
所
在
番
役

元
禄
1
4
年

（
1
7
0
1
）
9
月
2
1
日
～
正
徳
5
年
（
1
7
1
5
）

　
吉
元
公
御
小
姓

享
保
5
年
（
1
7
2
0
）
1
2
月
1
8
日
～

　
御
櫛
役

享
保
1
4
年

（
1
7
2
0
）
1
2
月
1
日
～
享
保
1
6
年
（
1
7
2
2
）

　
御
側
役

～
享
保
1
7
年
（
1
7
2
3
）
4
月
1
日

　
御
蔵
元
検
使
役

元
文
4
年
（
1
7
2
0
）
1
0
月
1
4
日
～

　

四
郎
兵
衛
就
基

首
令
高
亮

13

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

九
八



 
「
譜
録
」
な
136
長
崎
首
令
高
亮 

 

一 

大
内
持
世
宛
行
状
写 

 

（
大
島
郡
） 

周
防
国
屋
代
島
末
内
本
知
行
半
分
事
、
所
宛
行
也
、
守
先
例
可
致
其
沙 

 

汰
之
状
如
件
、 

 

永
享
四
年
四
月
二
日 

 
 
 
 
 

大
内
持
世 

判 

（
重
親
） 

長
崎
隼
人
佐
殿 

 

二 

大
内
道
頓
教幸

家
臣
連
署
奉
書
写 

 （
重
親
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

長
崎
丹
後
守
給
分
事
、
先
日
対
加
藤
衆
中
被
預
下
之
由
、
雖
被
仰
出
之
、 

（
陶
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

（
盛
親
） 

任
弘
護
被
申
請
旨
、
為
新
御
恩
可
被
返
下
長
崎
小
太
郎
之
由
、
被
仰
出 

（
長
崎
重
親
） 

之
、
然
者
丹
後
守
与
父
子
令
義
絶
、
自
今
以
後
可
抽
忠
節
候
段
、
可
被 

 

申
与
之
、
万
一
有
不
義
出
来
者
一
途
可
有
御
罪
科
之
由
、
依
仰
執
達
如 

 

件
、 

 

文
明
弐
年
九
月
廿
六
日 

  

                     

民 

部 

丞 

判 

（
仁
保
伝
国
カ
） 

因 

幡 

守 

判 
 

 

左
衛
門
尉 

 

讃 

岐 

守 

（
仁
保
盛
安
） 

加 

賀 

守 

判 

（
弘
護
） 

 

陶
五
郎
殿 

  

三 

大
内
義
興
軍
勢
催
促
状
写 

 （
豊
前
国
規
矩
郡
） 

敵
至
門
司
六
郷
相
働
之
由
、
注
進
到
来
候
、
此
節
為
本
意
之
間
、
可
遂 

 

合
戦
之
条
、
閣
万
事
不
移
時
日
乗
船
可
遂
馳
走
、
連
々
奉
公
之
次
第
、 

 

雖
令
存
知
、
尚
以
当
時
為
専
一
上
者
、
別
而
可
抽
忠
節
者
、
必
可
行
賞 

 

之
状
如
件
、 

（
明
応
九
年
） 

十
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 

大
内
義
興 

判 

（
勝
親
） 

長
崎
小
太
郎
殿 

 

（
モ
ト
封
紙
ウ
ハ
書
） 

「
長
崎
小
太
郎
殿    

義
興
」 

  

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

九
九



四 

大
内
氏
家
臣
連
署
奉
書
写 

 

写 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

（
武
長
） 

就
海
上
搦
之
儀
、
毎
日
夜
相
働
之
次
第
、
弘
中
越
後
守
注
進
令
披
露
畢
、 

 

長
々
云
乗
船
云
馳
走
神
妙
、
弥
忠
節
可
為
肝
要
之
由
候
也
、
仍
執
達
如 

 

件
、 

（
杉
興
重
） 

大
永
三
年
十
月
四
日 

 
 
 
 
 

兵
庫
助 

判 

（
陶
持
長
）  

散 

位 

判 

（
元
康
） 

長
崎
弥
八
郎
殿 

  

五 

大
内
氏
家
臣
連
署
奉
書
写 

 

写 
 
 
 
 
 
 

 

（
風
早
郡
） 

去
十
三
日
与
州
下
中
島
内
勿
那
島
働
之
時
、
警
固
船
幷
人
数
等
馳
走
之 

（
隆
名
） 

由
、
小
原
中
務
丞
注
進
到
来
、
則
致
披
露
訖
、
尤
神
妙
之
由
也
、
仍
執 

 

達
如
件
、 

（
青
景
隆
著
） 

天
文
九
年
八
月
廿
日 

 
 
 
 
 

右 

京 

進 

判 

（
内
藤
隆
時
） 

左
京
大
進 

判 

（
元
康
） 

長
崎
与
三
右
衛
門
殿 

 

六 

弘
中
興
勝
感
状
写 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
出
雲
国
飯
石
郡
） 

去
月
廿
七
日
於
赤
穴
要
害
詰
口
、
最
前
責
上
付
屛
足
相
戦
、
被
疵
鑓
疵 

 

左 

脇 
 

大
股
矢
疵 

、
誠
神
妙
之
至
也
、
必
可
賀
与
之
、
弥
可
抽
忠
節
之
状
如
件
、 

天
文
十
一
年
八
月
二
日 

 
 
 
 

興
勝 

判 

（
元
康
） 

長
崎
左
近
将
監
殿 

  

七 

陶
氏
家
臣
連
署
奉
書
写 

 
 

御
親
父
御
事
、
今
度
被
立
御
用
候
次
第
、
遂
披
露
候
、
仍
向
後
御
公
役 

 

之
儀
、
無
相
違
可
有
御
馳
走
之
由
候
、
若
年
之
間
者
、
依
実
以
名
代
可 

 

有
御
懃
仕
之
由
候
、
恐
々
謹
言
、 

 

（
安
岡
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

房
長 

判 

六
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 

 

（
江
良
） 

房
栄 

判 

（
房
康
） 

 
 
 

長
崎
道
祖
寿
丸
殿 

  (

長
崎
元
康
） 天

文
十
二 

〔
候
脱
ヵ
〕 

 

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

一
〇
〇



八 

大
内
義
隆
袖
判
安
堵
状
写 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写  

大
内
義
隆 

判 

（
長
崎
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
大
内
持
世
） 

父
安
親
所
帯
事
、
任
去
永
享
四
年
六
月
十
八
日
澄
清
寺
殿
裁
許
幷
永
正 

 

七
年
九
月
廿
七
日
譲
状
等
之
旨
、
長
崎
小
太
郎
房
次
相
続
可
領
掌
之
状 

 

如
件
、 

 

天
文
十
四
年
九
月
廿
九
日 

 
 

九 

萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写 

 

（
就
基
） 

長
崎
四
郎
兵
衛
年
齢
七
十
歳
以
下
候
へ
共
、
御
役
難
成
病
気
付
而
、
隠 

（
長
崎
忠
政
） 

居
之
御
理
相
伺
候
処
、
如
願
被
遂
御
分
別
、
世
忰
政
之
允
可
被
召
仕
之 

 

旨
候
条
、
此
段
可
被
申
渡
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 

 

（
国
司
） 

元
禄
九
子 

 
 
 
 
 

  
 

 

国 

与
三
兵
衛 

 
 
 

 

正
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

広
直 

印 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
毛
利
） 

毛 

市
正 

就
直 

印 
  

（
広
勢
） 

根
来
主
水
殿 

 
 

 
 
 
 

 

一
〇 

萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写 

 

（
忠
政
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
範
忠
） 

 
 
 

  

（
高
亮
） 

長
崎
治
右
衛
門
嗣
子
無
之
付
而
、
馬
屋
原
伊
右
衛
門
二
男
藪
之
助
与
聟 

 

養
子
之
事
相
伺
候
之
処
、
如
願
被
仰
付
候
条
、
此
段
可
被
申
渡
候
、
恐
々 

 

謹
言
、 

 
 
 
 
 

 
 

正
徳
五 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

桂 

三
郎
左
衛
門 

 
 
 

 

八
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

広
保 

印 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
粟
屋
） 

粟 

帯
刀 

就
尚 

印 

（
毛
利
） 

毛 

筑
後 

広
政 

印 
  

（
隆
寛
） 

乃
美
仁
左
衛
門
殿 

 
 

 
 
 
 

 
 

一
一 

志
道
広
幸
書
状
写 

 
 

御
自
分
事
、
御
留
守
中
ニ
元
服
可
被
仰
付
旨
候
、
来
ル
廿
五
日
被
遊 

 
御
帰
城
御
事
候
条
、
其
内
日
柄
之
儀
者
、
勝
手
次
第
元
服
可
被
仕
候
、 

 

御
番
組
之
儀
者
、
追
而
可
被
仰
付
候
条
、
其
内
之
儀
ハ
、
先
此
間
之
通 

 

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

一
〇
一



可
有
出
勤
候
、
為
此
申
入
候
条
、
可
被
得
其
意
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 

 
 

（
享
保
九
年
） 

 
 
 
 

  
 

  
 

志  

太
郎
右
衛
門 

 
 
 

 
十
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

広
幸 

書
判 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
高
亮
） 

長
崎
藪
之
助
殿 

 
 

  

一
二 

萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写 

 

（
忠
政
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

長
崎
治
右
衛
門
病
死
付
而
、
跡
職
之
事
相
伺
候
処
、
知
行
高
六
拾
三
石 

（
長
崎
高
亮
） 

四
斗
無
相
違
嫡
子
首
令
江
相
続
可
被
仰
付
旨
候
条
、
此
段
可
被
申
渡
候
、 

 

恐
々
謹
言
、 

 

（
山
内
） 

享
保
十
八 

 
 
 
 
 

  
 

 

山  

縫
殿 

 
 
 

 

四
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

広
通 

印 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
毛
利
） 

毛 

伊
勢 

元
雅 

印 
  

（
広
長
） 

児
玉
三
郎
右
衛
門
殿 

 
 

 
 
 
 

 
  

一
三 

毛
利
元
就
感
状
写  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
伯
耆
国
会
見
郡
） 

去
十
五
日
至
弓
浜
敵
夜
討
之
時
、
敵
一
人
討
捕
候
、
誠
粉
骨
之
段
感
悦 

 

無
極
候
、
可
成
勧
賞
者
也
、
仍
感
状
如
件
、 

 

永
禄
六
年
十
一
月
廿
日 

 
 
 
 

元
就
公 

御
判 

（
房
康
） 

長
崎
兵
部
丞
殿 

  

一
四 

毛
利
元
就
書
状
写  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

写 
 

戸
神
表
搦
警
固
被
差
出
、
敵
二
人
討
捕
頸
到
来
、
殊
舟
被
執
候
由
候
、 

（
児
玉 

誠
肝
要
候
、
旁
無
油
断
心
懸
之
段
、
祝
着
千
万
候
、
委
細
之
儀
、
児
内 

就
方
） 

蔵
所
よ
り
可
申
之
条
、
不
能
詳
候
、
恐
々
謹
言
、 

 

（
永
禄
六
年
ヵ
） 

十
一
月
四
日 

 
 
 
 
 
 

元
就
公 

御
判 

（
房
康
） 

長
崎
兵
部
丞
殿 

 

沓
屋
源
四
郎
殿 

 

青
木
玄
番
殿 

 

桑
田
源
三
郎
殿 

 
串
辺
十
郎
殿 

（
出
雲
国
能
義
郡
） 

 

〔
蕃
〕 

 

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

一
〇
二



一
五 

萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写 

 
（
事
秀
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

長
崎
与
三
右
衛
門
事
、
不
慮
ニ
相
果
候
由
注
進
候
、
即
遂
披
露
候
、
連 

 

々
御
奉
公
馳
走
之
上
、
去
々
年
以
来
別
而
御
届
之
心
懸
被
成
御
存
候
間
、 

 

内
々
可
被
加
御
意
節
、
如
此
之
段
不
便
ニ
被
思
召
之
趣
御
意
候
、
誠
於 

（
長
崎
元
房
） 

此
上
も
冥
加
之
至
候
、
一
跡
之
事
対
実
子
熊
寿
無
異
儀
可
被
仰
付
候
、 

 

追
而
可
被
成 

御
下
知
之
旨
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 

 

（
佐
世
） 

（
慶
長
五
年
） 

 
 

  
 
 

  
 

 

佐 

石 
 
 
 

 

七
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 

  

元
嘉 

書
判 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
井
原
） 

井 

四
郎
右 

元
以 

書
判 

（
榎
本
） 

榎 
中
太 

元
吉 
書
判 

（
福
原
） 

福 

越 広
俊 

書
判 

 
 

沓
屋
徳
兵
衛
殿 

 

沓
屋
五
兵
衛
殿 

（
元
直
ヵ
） 

長
崎
和
泉
守
殿 

 
 

 
 
 
 

 
  

一
六 

毛
利
宗
瑞
加
冠
状
写 

 

写 

横
折 

加
冠 元 

慶
長
九 正

月
七
日 

 

輝
元
公 

御
判 

（
元
房
） 

長
崎
勝
五
郎
と
の
へ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

一
〇
三



 
「
譜
録
」
や
136
山
中
八
郎
兵
衛
種
房 

 

一 

大
内
持
世
書
状
写 

 

（
周
防
国
熊
毛
郡
） 

就
今
度
竈
戸
関
事
、
御
奔
走
令
悦
喜
候
、
面
々
依
御
粉
骨
、
輙
得
勝
利
候
、 

 

祝
着
無
極
候
、
其
子
細
為
申
態
進
使
者
候
、
恐
々
謹
言
、 

 

（
永
享
四
年
ヵ
） 

八
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

持
世 

判 

（
重
親
） 

長
崎
隼
人
佐
殿 

  

二 

陶
興
房
副
状
写 

写 

（
京
都
郡
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

去
月
廿
三
日
於
豊
前
国
馬
岳
御
城
詰
口
御
高
名
之
次
第
、
致
披
露
候
、
仍 

 

被
成
御
感
状
候
、
御
面
目
至
候
、
弥
御
馳
走
可
為
肝
要
候
、
恐
々
謹
言
、 

 

文
亀
元
年
八
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 

興
房 

判 

（
勝
親
） 

長
崎
小
太
郎
殿 

  

三 

陶
興
房
吹
挙
状
幷
大
内
氏
家
臣
連
署
裏
書
写 

写 

（
安
親
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

長
崎
助
太
郎
事
、
去
八
月
已
来
病
気
仕
候
、
存
命
不
定
候
条
、
為
養
子
同 

（
長
崎
元
康
） 

名
才
徳
丸
申
談
候
由
申
候
、
以
此
旨
御
披
露
肝
要
候
、
恐
々
謹
言
、 

永
正
七 十

一
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 

興
房 

判 

（
武
長
） 

弘
中
兵
部
丞
殿 

裏
書
ニ 

此
書
札
令
披
露
候
、
被
成 

御
心
得
候
畢
、 

 

弘
中
兵
部
丞 

同 

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武
長 

判 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
代
紀
伊
守  

貞
綱 

判 
 
 
 
 
 
 

 

〔
総
〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

四 

陶
興
房
書
状
写 

写 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
興
重
） 

 
 
 
 

（
武
総
） 

東
山
御
城
被
相
調
候
、
仍
早
々
可
被
登
城
之
旨
、
杉
兵
庫
助
・
神
代
但
馬 

（
陶
弘
詮
） 

守
奉
書
写
進
候
、
不
移
時
日
被
在
城
、
安
房
守
代
大
多
和
但
馬
守
有
相
談
、 

 
急
度
可
被
遂
注
進
候
、
聊
不
可
有
遅
々
油
断
之
旨
可
申
届
候
、
恐
々
謹
言
、 

（
大
永
三
年
） 

閏
三
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 

興
房 

判 

（
元
康
） 

長
崎
弥
八
郎
殿 

（
安
芸
国
佐
西
郡
） 

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

一
〇
四



五 

陶
興
房
書
状
写 

写 
 
 

 

（
安
芸
国
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

（
武
長
） 

去
廿
日
夜
為
搦
被
相
働
、
警
固
屋
舗
放
火
之
次
第
、
弘
中
越
後
守
注
進
到 

 

来
候
、
誠
御
馳
走
至
候
、
慥
令
言
上
候
之
条
、
可
被
賀
仰
候
、
弥
御
忠
節 

 

肝
要
候
、
恐
々
謹
言
、 

（
大
永
三
年
ヵ
） 

九
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 

興
房 

判 

（
元
康
） 

長
崎
弥
八
郎
殿 

  

六 

大
内
氏
家
臣
連
署
奉
書
写 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
武
長
） 

 

〔
進
〕 

就
海
上
搦
之
儀
、
毎
日
夜
相
動
之
次
第
、
弘
中
越
後
守
注
運
令
披
露
畢
、 

 

長
々
云
乗
船
云
馳
走
神
妙
、
弥
忠
節
可
為
肝
要
之
由
候
也
、
仍
執
達
如 

 

件
、 

（
杉
興
重
） 

大
永
三
年
十
月
四
日 

 
 
 
 
 

兵
庫
助 

判 

（
陶
持
長
） 

散 

位 

判 

（
元
康
） 

長
崎
弥
八
郎
殿 

   

七 

大
内
氏
家
臣
連
署
奉
書
写 

 

写  
 
 
 
 

（
安
芸
国
佐
西
郡
） 

去
三
日
至
厳
島
敵
船
相
懸
候
処
、
警
固
船
衆
懸
合
即
時
追
散
、
殊
僕
従
一 

（
武
長
） 

 
 
 
 
 
 

（
興
房
） 

  

人
被
矢
疵
之
次
第
、
弘
中
越
後
守
書
状
等
陶
尾
張
守
注
進
之
趣
、
慥
被
知 

 

召
畢
、
尤
神
妙
之
由
、
所
被
仰
者
也
、
仍
執
達
如
件
、 

（
杉
興
重
） 

大
永
三
年
十
月
十
三
日 

 
 
 
 

 

兵
庫
助 

判 

（
陶
持
長
） 

散 

位 

判 

（
元
康
） 

長
崎
弥
八
郎
殿 

  

八 

萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写 

 （
就
種
） 

 
 
 
 
 
 

 

山
中
八
郎
兵
衛
事
、
島
田
淡
路
殿
父
子
へ
可
被
付
置
之
旨
候
間
、
乍
太
儀 

 

遂
其
節
候
様
ニ
可
被
申
渡
候
、
委
細
御
留
守
居
中
よ
り
可
被
申
候
条
、
可 

 

被
得
其
意
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 

 

（
天
和
元
年
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
毛
利
） 

酉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

毛 

宇
右
衛
門 

十
二
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

就
嘉 

判 
 

（
国
司
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

国 

与
三
兵
衛 

正
純 

判 

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

一
〇
五



（
国
司
） 

国 

主
計 

忠
頼 

判 

（
就
澄
） 

桂
三
郎
左
衛
門
殿 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

九 

萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写 

 （
就
種
） 

山
中
八
郎
兵
衛
事
、
年
齢
七
拾
歳
余
ニ
罷
成
候
付
、
隠
居
之
御
断
相
伺
候 

（
山
中
賢
光
） 

処
ニ
、
如
願
被
遂
御
分
別
、
世
忰
二
郎
右
衛
門
可
被
召
仕
旨
候
条
、
此
段 

 

可
被
申
渡
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 

 

（
国
司
） 

元
禄
八 

 
 
 
 
 

  
 

   

国 

与
三
兵
衛 

 
 
 

 

二
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

広
直 
印
判 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
毛
利
） 

毛 

市
正 

就
直 

印
判 

 

（
広
勢
） 

根
来
主
水
殿 

 
 

  
 
 
 

 

一
〇 

萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写 

 

（
賢
光
） 

山
中
次
郎
右
衛
門
母
、
伊
勢
立
願
有
之
付
参
宮
仕
、
乍
序
病
気
為
保
養
、 

 

是
又
為
仏
詣
、
京
都
逗
留
七
十
日
往
来
共
百
日
之
御
暇
、
次
郎
右
衛
門
よ 

 

り
御
断
之
趣
相
伺
候
之
処
、
如
願
被
遂
御
分
別
候
間
、
此
段
可
被
申
渡
候
、 

 

恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 

 

（
国
司
） 

元
禄
十
二 

 
 
 
 
 

  
 

  

国 

与
三
兵
衛 

 
 
 

 

五
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

広
直 

印
判 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
毛
利
） 

毛 

市
正 

就
直 

印
判 

 

（
広
勢
） 

根
来
主
水
殿 

 
 

  

一
一 

萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写 

 

（
賢
光
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
政
純
） 

山
中
次
郎
右
衛
門
娘
を
永
田
瀬
兵
衛
婦
ニ
縁
組
之
事
、
相
伺
候
之
処
ニ
、 

 

如
願
可
申
合
之
旨
候
条
、
此
段
可
被
申
渡
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 

 

（
佐
世
） 

宝
永
五 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

佐 

主
殿 

 
 
 

 

五
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

広
長 

印
判 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
宍
戸
） 

完 

主
計 

就
宗 

印
判 

 

（
広
誠
） 

児
玉
右
衛
門
殿 

 
 

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

一
〇
六



一
二 

萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写 

 
（
賢
光
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
茲
親
） 

山
中
次
郎
右
衛
門
母
、
亀
井
隠
岐
守
殿
御
家
来
牧
図
書
姉
ニ
て
候
処
ニ
、 

 

図
書
病
死
已
後
、
嫡
子
斎
宮
若
年
ニ
て
一
家
難
調
、
引
請
致
指
南
世
話
等 

 

可
仕
者
無
之
候
間
、
次
郎
右
衛
門
母
江
後
見
頼
度
之
由
、
図
書
申
置
幷
斎 

 

宮
親
類
中
よ
り
も
無
拠
度
々
申
越
候
付
而
、
斎
宮
成
長
迄
遣
置
度
候
之
間
、 

 

当
年
よ
り
五
ヶ
年
津
和
野
逗
留
之
御
暇
被
下
候
様
ニ
と
、
次
郎
右
衛
門
よ 

 

り
願
之
趣
相
伺
候
所
ニ
、
被
遂
御
許
容
候
条
、
此
段
可
被
申
渡
候
、
恐
々 

 

謹
言
、 

 
（
山
内
） 

正
徳
三 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
山 

縫
殿 

 
 
 

 

二
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
広
通 

印
判 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

   

桂 
三
郎
左
衛
門 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

広
保 
印
判 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
日
野
） 

日 

大
学 

元
幸 

印
判 

 浦 

図
書 

元
敏 

印
判 

（
毛
利
） 

毛 

大
蔵 

就
久 

印
判 

（
毛
利
） 

毛 

筑
後 

広
政 

印
判 

 

（
宍
戸
） 

完 

主
計 

就
宗 

印
判 

（
元
茂
） 

椙
杜
六
郎
殿 

 
 

 
 
 
 

 
 

一
三 

萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写 

 

（
賢
光
） 

 
 
 
 
 
 

（
種
房
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

山
中
二
郎
右
衛
門
嫡
子
捘
之
助
婦
ニ
赤
川
亦
兵
衛
娘
を
縁
組
之
事
、
相
伺 

 

候
所
、
如
願
可
申
合
旨
候
条
、
此
段
可
被
申
渡
候
、
恐
々
謹
言
、 

 

（
山
内
） 

享
保
元 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

山 

縫
殿 

 
 
 

 

十
一
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 

  

広
通 

印
判 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

   

桂
三
郎
左
衛
門 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

広
保 

印
判 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 浦 

図
書 

元
敏 

印
判 

（
粟
屋
） 

粟 

帯
刀 

就
尚 

印
判 

（
毛
利
） 

毛 

大
蔵 

就
久 

印
判 

（
毛
利
） 

毛 

筑
後 

広
政 

印
判 

 

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

一
〇
七



（
宍
戸
） 

完 

主
計 

就
延 

印
判  

（
隆
寛
） 

乃
美
仁
左
衛
門
殿 

 
 

 
 
 
 

 
 

一
四 

萩
藩
加
判
衆
連
署
奉
書
写 

 

（
賢
光
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

山
中
次
郎
右
衛
門
病
死
付
而
、
跡
職
之
事
相
伺
候
処
、
知
行
高
百
弐
拾
九 

（
種
房
） 

石
無
相
違
嫡
子
八
郎
兵
衛
江
相
続
可
被
仰
付
候
条
、
此
段
可
被
申
渡
候
、 

 

恐
々
謹
言
、 

（
山
内
） 

享
保
十
七 

 
 
 
 
 

  
 

   

山 
縫
殿 

 
 
 

 

七
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
広
通 
印
判 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
堅
田
） 

堅 

安
房 

広
慶 

印
判 

（
毛
利
） 

毛 

伊
勢 

元
雅 

印
判 

（
毛
利
） 

毛 

宇
右
衛
門 

広
親 

印
判 

（
毛
利
） 

毛 

外
記 

広
包 

印
判 

（
毛
利
） 

毛 

筑
後 

広
政 

印
判 

（
広
遠
） 

児
玉
中
務
殿 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「
譜
録
」
長
崎
首
令
高
亮
及
び
山
中
八
郎
兵
衛
種
房
の
翻
刻
と
紹
介
　（
和
田
）

一
〇
八
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